
平成 18年 11月 1日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳の閲覧状況を公表することになりました。平成 18年 11月 1日から
平成 19年 10月 31日までの閲覧状況について下記のとおり公表します。 

 
○個人的または法人の申し出 
閲覧年月日 閲覧者 委託者 閲覧目的 閲覧対象者 閲覧件数 

H18.12.20 ㈱アキタネット 
代表取締役 
 大久保利彦 

秋田県知事公室 
総務課 

子育て支援と教育充実に関する関す

る県民アンケート調査 
20歳以上の男女 ４件 

H19.5.17 ㈱ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 
東北事務所所長 
 岩崎雅宏 

秋田県企画振興部 
総合政策課 

平成 19年度県民意識調査 20歳以上の男女 
 

１６件 

H19.6.22 ㈱北都情報ｼｽﾃﾑｽﾞ

代表取締役 
 佐々木 攻 

秋田県生活環境文化部 平成 19 年度秋田県男女の生活実態調
査 

20歳以上の男女 
 

１２件 

H19.7.19 ㈱ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 
東北事務所所長 
 岩崎雅宏 

秋田県農林水産部 「秋田の水と緑の森づくり税」に関す

る県民アンケート調査 
20歳以上の男女 
 

１６件 

H19.8.17 ㈱北都情報ｼｽﾃﾑｽﾞ

代表取締役 
 佐々木 攻 

秋田県学術国際部 
情報企画課 

平成 19年度県民情報化調査 15歳以上 80歳未満男女 １０件 

H19.8.21 ㈱アキタネット 
代表取締役 
 大久保利彦 

秋田県知事公室情報公

開センター 
 

広報活動に関するアンケート調査 20歳以上の男女 ４件 

 
 ○国または地方公共団体の機関の直接請求…なし 


